
 

黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 

 

平成２６年５月１日 

 

 

黒石市教育委員会教育長 阿 保 淳 士 

 

 

黒石市教育委員会規則第６号 

 

 

黒石市特別支援教育支援員規則の一部を改正する規則 

 

黒石市特別支援教育支援員規則（平成２４年黒石市教育委員会規則第５号）の一部

を次のように改正する。 

 

様式第３号（記入上の注意）第３項を次のように改める。 

３ 週１回５時間勤務の曜日を定めるものとする。週２９時間以内であれば、一時的

に１時間単位の勤務振替を可能とするが、有給休暇取得日、休日等によりあらかじ

め勤務がないと知り得ている日との時間単位の振り替えはできない。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


